
阿賀野市告示第２０８号 

 阿賀野市不育症治療費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  令和７年１０月２３日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市不育症治療費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 阿賀野市不育症治療費助成事業実施要綱（令和２年阿賀野市告示第７１号）の一部を

次のように改正する。 

 第６条第１項中第５号を第８号とし、同項第４号の次に次の３号を加える。 

 (５) 戸籍謄本 

 (６) 夫婦両方の健康保険の加入状況がわかる書類 

 (７) 高額療養費受給が証明できるもの 

 第９条を第１０条とし、第８条を第９条とし、第７条の次に次の１条を加える。 

 （書類の省略） 

第８条 第６条第６号の規定にかかわらず、健康保険の加入状況をマイナンバー制度に

よる情報連携で確認できる場合は、書類の提出を省略することができる。 

２ 第６条第７号の規定にかかわらず、医療機関等の窓口で、健康保険証利用登録を行

ったマイナンバーカードを提出し、限度額情報の表示に同意した場合は、書類の提出

を省略することができる。 

 第１号様式を次のように改める。 
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   附 則 

 この告示は、令和７年１０月２３日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


